
 

－1－ 

令和５年本宮市教育委員会３月定例会会議録 

 

１ 日  時  令和５年３月２３日（木） 午後１時２８分～午後２時０４分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 第１・２常任委員会室 

 

３ 出席委員  教   育   長      松 井 義 孝 

        教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

  委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

委      員（３番）  古 宮 博 文 

委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

 

４ 出席職員  教育部長            菅野 安彦 

次長兼生涯学習センター長    根本 享史 

上席参事兼たかぎ保育所長    本田 真理子 

次長兼幼保学校課長       川名 美和子 

参事兼白沢公民館長  鈴木 雅文 

        参事兼教育総務課長       安藤 守 

        国際交流課長          鈴木 哲史 

参事兼管理主事兼指導主事    佐藤 義和 

        指導主事            久保寺 徹 

        指導主事            坂本 浩一 

（書記）教育総務課総務係長   野内 千恵 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件   

 

報告第 １ 号  本宮市議会３月定例会一般質問について 

報告第 ２ 号  令和５年度本宮市内中学校進路状況について 

報告第 ３ 号  令和５年度中学生英国訪問について 

報告第 ４ 号  英語指導助手（ＡＬＴ）の交替について 

報告第 ５ 号  地区公民館長・分館長の任用について 

報告第 ６ 号  第 17回もとみやロードレース大会エントリー状況について 

報告第 ７ 号  しらさわ夢図書館リニューアルについて 

 

 

          

７ 審議経過 

【午後１時２８分開会】 
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◇教育長 ただいまから、教育委員会３月定例会を開会いたします。着座にて失礼いたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 それでは、会議録署名委員の指名を行います。 

  今回は、２番委員と３番委員にお願いします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１号 本宮市議会３月定例会一般質問について 

◇教育長 報告第１号 本宮市議会３月定例会一般質問について説明をお願いします。 

◇教育部長 それでは、報告いたします。 

  令和５年第２回本宮市議会定例会が３月６日に開会いたしまして、現在、会期中ではありますが、

明日２４日までの１９日間の会期で開催されております。 

  一般質問は既に終了しておりますが、一般質問につきましては、１６名の議員が市政をただしま

して、うち１２名の議員から教育行政に関する質問がありましたので、主な内容を報告させていた

だきます。 

  お手元の資料につきましては、定例会資料の１ページから８ページが一般質問の一覧表、９ペー

ジから４３ページにかけてが教育部関係の答弁資料となっておりますので、ご覧いただきますよう

お願いいたします。 

  なお、この答弁資料でございますが、内部資料として作成しているもので、この内容の全てを答

弁しているものではありませんので、あらかじめご了承いただきたいと思います。 

  それでは、説明に入ります。 

  最初に９ページから１３ページをご覧いただきたいと思います。 

  受付１番、菊田広嗣議員からは、児童の健全な環境の確保についての質問がありました。答弁と

いたしましては、困窮児童の把握は就学援助費の申請や学校の集金状況によって行っていること。

生理用品の配置につきましては、一部の中学校、具体的には、第一中学校ですが、中学校でトイレ

に置き、検証を行っており、今後、課題を整理し、全中学校へ配置を進める。また、給食費の半額

支援を令和５年度から実施すること。家庭で保育しているいわゆる無園児については、支援の必要

な児童家庭について、相談業務や乳幼児健診、民生児童委員などと連携し、把握に努める。なお、

４歳、５歳児については、代替保育、いわゆる免除はしないという旨を答弁しております。 

  次に、１４ページから１６ページをご覧ください。 

  受付２番、菅野健治議員からは、小・中学校の児童・生徒のいじめについての質問がありました。 

  いじめの認知件数は令和４年度２学期末ですが、前年同期と比較し１９件減少した７３件であっ

たこと、いじめが不登校につながったケースは過去になかったこと、いじめをなくすために子ども

たちに命の大切さなどの道徳教育を今後も実施していくこと。また、児童・生徒や保護者に対し、

学校いじめ防止基本法により、指導や説明を行っている旨を答弁いたしました。 

  次に、１７ページから１８ページをご覧ください。 

  受付番号３番、作田博議員からは、学校給食の無償化についての質問がありました。 

  こちらの答弁は、市長からの答弁で、令和５年度は給食費の半額支援を実施し、今後も継続して

いきたい。財源については、ふるさと納税を充てているが、令和６年度以降は状況を見て判断して

いく旨の答弁がありました。 

  次に、２２ページをご覧ください。 
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  受付５番、馬場亨守議員からは、旧第３保育所についての質問がありました。 

  旧第３保育所は現在、水道資材の倉庫として使用しており、今後、普通財産に移管し、管理して

いくこと、地元町内会への公園としての開放は、倉庫への出入りの際の危険性があり、開放は考え

ていないこと、地元の方には、付近の兼谷公園や兼谷平児童公園をご利用いただきたい旨を答弁し

ております。 

  次に、２３ページから２６ページをご覧ください。 

  受付６番、斎藤雅彦議員からは、無園児の支援についての質問がありました。 

  医療的ケア時の受入れについては、集団行動が可能な児童については支援員を配置し、受け入れ

ており、拒否したケースはない旨を答弁しております。また、経済的困窮により保育所に通所でき

ない児童は把握していないが、様々な相談業務等で把握に努めて、福祉部門につないでいる旨を答

弁しております。 

  次に、２６ページから２７ページになります。 

  受付７番、渡辺由紀雄議員からは、移住、定住促進に向けた奨学金の見直しについて質問があり

ました。 

  こちらに関しては、市長からも答弁があり、現在の貸与型、給付型を継続した支援の制度の仕組

みの構築や、また一方で、２つの制度を統合した新しい制度の設立など、９月議会に提案できるよ

う進めていく旨の答弁がありました。 

  次に、２７ページから３０ページにかけてご覧ください。 

  受付９番、国分勝広議員からは、人口減少対策についての質問がありました。 

  子育て支援の一環として、保育所入所中の児童に対し、保護者の育児休業取得時も継続して入所

できるよう、４月から取り扱うこと。ふるさと納税を活用し、給食費の半額の支援を行うこと。さ

らに魅力ある学校とするため、学力向上の一つの手段として、電子黒板の導入やチャレンジ学習の

助成の拡大、教員の指導力向上を行うものと答弁しております。 

  次に、３０ページから３３ページになります。 

  受付１０番、石橋今朝夫議員からは、保育士の処遇改善についての質問がありました。 

  保育士の配置基準の見直しについては、国の動きを注視していくこと、処遇については、正職員

においては行政職員と同一としており、会計年度任用職員においては、令和４年２月から、最大９，

０００円の支給加算を、また、育児休業の取得回数の拡充の改善を行ってきた旨を答弁しています。 

  さらに、市長からは正職員の数の検討も必要であるとの答弁も付け加えてありました。 

  次に、３３ページから３９ページをご覧ください。 

  受付１３番、川名順子議員からは、奨学金についての質問がありました。 

  市独自の奨学金制度については、先ほどの前の議員と同じように、現在の貸与型と給付型の２つ

の制度を見直し、または一つに統合した新しい制度を検討し、令和６年４月から支給開始ができる

ように進めたいこと、市長からは、また改めて９月の議会に提案できるよう、６月の議会全員協議

会に出したい旨の答弁がありました。 

  次に、３９ページから４２ページになります。 

  受付１４番、渡辺秀雄議員からは、児童の登下校についての質問がありました。 

  登校時の保護者送迎は小学生で割合が約１割程度、うち白岩小学校だけに関しては８割、中学校

においては３割から６割程度となっていること。学校周辺の交通安全対策として、一定のルールに

ついて、保護者並びに地域の市民の方にお知らせし、児童・生徒の安全確保に努めていくこと。 
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  第二中学校における保護者のお迎え時の待合いスペースの設置については、その必要性について

調査し、今後の課題として捉えていきたい旨を答弁しております。 

  次に、４３ページでございます。 

  最後に、受付１５番、渡辺忠夫議員からは、給食費の全額支援についての質問がありました。 

  給食費の負担軽減や無償化については、本来、国が行うべきものと考えているが、物価高騰が続

く中、令和５年度予算においては、近隣市村の状況を踏まえ、保護者の負担軽減を図るため、半額

の支援としたい。また、給食費の無償化については、国に強く要望していく旨を答弁しております。 

  以上で、一般質問の答弁内容の説明といたします。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第２号 令和５年度本宮市内中学校進路状況について 

◇教育長 次に、報告第２号 令和５年度本宮市内中学校進路状況について、説明をお願いします。 

◇指導主事 それでは、報告第２号 令和５年度本宮市内中学校進路状況について、続いての資料を

ご覧ください。 

  今年度前期状況ですけれども、合格率は９３％、昨年度は８９％であり、後期選抜志願者も４人

であります。本日、後期選抜試験日になっております。 

  今年は、福島高校に３人と、昨年度はゼロでしたが３人合格しました。そのほか、支援学校も昨

年と同様でございます。安達地区の高校では安達高校の志願者、合格者数が増えました。一方で、

本宮高校は１０人以上減っております。最も変化が顕著なのは工業高校であり、郡山北工業高校は

昨年２２名の合格者を出しましたが、今年は僅か６名です。しかし、二本松工業高校と安達東高校

が合併した二本松実業は大幅に伸びております。昨年度１２人でしたが、今年は３１人です。 

  全体的には、郡山市内の高校へ進学する割合は今年も変わらず高いです。それは県立高校に限ら

ず、私立高校でも同じ傾向があります。また、高等専門学校、高専に今年は３名合格しましたこと

も、これまで見られなかった傾向です。 

  以上で報告を終わります。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第３号 令和５年度中学生英国訪問について 

◇教育長 次に、報告第３号 令和５年度中学生英国訪問について、説明をお願いします。 

◇国際交流課長 では、国際交流課よりご報告を申し上げます。 

  教育委員会資料４４ページをご覧いただきたいと思います。 

  令和５年度本宮市国際交流事業でありまして、コロナで中断しておりましたが、令和５年度にお

きまして、「未来へつなげるもとみや英国訪問団２０２３」ということで、中学生の派遣事業を再開

してまいりたいと、このように考えてございます。 

  こちら、現在、予算の審議、議会まだ閉会していないところではございますけれども、募集のス
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ケジュールの都合上、既に中学生に対しまして、学校を通してこの募集の案内が配付されておりま

す。 

  募集要項、下段、４０ページの中ほど、下段をご覧いただきたいと思います。 

  募集要項でございます。訪問先は英国、ロンドンになります。日程は、令和５年７月１日から７

月７日、５泊７日を予定してございます。応募資格といたしましては、３年生を対象に募集してお

ります。また、募集人数ですけれども、大体各中学校５名を目安に、市内中学生１５名を予定して

ございます。費用負担は基本的に市で賄いますけれども、旅券取得に関わる費用、また個人的な準

備物等に伴う費用負担は個人でお願いするということになっております。 

  中学校へは４月７日、春休み明けに応募用紙と作文、これを添えて提出をお願いしてございます。

おおむね４月１０日までに、市のほうの国際交流課のほうに届くようにお願いしてございます。 

  主な行程としては、８番に記載のとおりでございますけれども、これまで前回令和元年度に渡英

したときよりも、学校、ダヴェナント・ファウンデーション・スクール、ホランドパークスクール

等の中学生、向こうの生徒さんとの交流の時間というものを厚くスケジュールに組み込んだ形での

日程を予定してございます。ただ、日程につきましては、現在、調整中ですので、今後、変更する

ことがございます。こういった内容で、今、募集をかけてございますので、ご承知おきいただきた

く、ご報告を申し上げます。 

  なお、１０日、私どもでこの応募を受け付けました翌週、１７の週のどこかで中学校と調整をい

たしまして、面接をする行程を踏みまして選抜をしていきたいと思っております。 

  そして、５月、６月の中で説明会、学習会等を通して事前の準備を進めていき、７月の渡英に向

けて進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。 

  以上、報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 すみません、もしかしたら記憶違いかもしれないのですけれども、前回までは夏休み中

ではなかったでしょうか。日程的に１学期のこの時期にやっていらっしゃいましたか。今回は、１

学期中ですよね。以前の記憶が夏休みのようなイメージがありましたが、前回も同じような時期で

したでしょうか。 

◇国際交流課長 お答えいたします。 

  第１回、平成２９年に渡英したときは、大体２０日を基点といたしまして、予定を組まれていた

のですけれども、それ以降は、７月の上旬での日程で予定が組まれてございます。理由といたしま

しては、大体７月２０日以降になりますと、先方の学校も夏休み、向こうですと夏休みで学年が終

わるものですから、そこで夏休みに入ってしまうということで、向こうの生徒さんたちと交流を組

もうということになりますと、やはり夏休みに入る前、この期間でのスケジュールで、最後に行っ

た２０１９年、令和元年度も大体７月の上旬の１週間でスケジュールが組まれてございます。 

◇１番委員 分かりました。ありがとうございます。 

◇国際交流課長 なお、現在、中学校から、何人提出があったといったようなお話はまだいただいて

ございません。ただ、これは個人的に聞こえてくる話という範囲ではございますけれども、行きた

いと、各中学校さんの中で、生徒さんたちのかなり関心が高くて、私たち、昨年までできなかった

ことに対して、今年度、このチャンスがあるということで、友達を誘ってという表現でいいのか分

かりませんけれども、生徒さんたちの中で応募しようという形のお話があるというのは聞いてござ

います。そこは期待しております。 
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◇教育長 そのほか質疑があればお願いします。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第４号 英語指導助手（ＡＬＴ）の交替について 

◇教育長 次に、報告第４号 英語指導助手（ＡＬＴ）の交替について説明をお願いします。 

◇国際交流課長 それでは、報告第４号 英語指導助手（ＡＬＴ）の退任につきましてご報告いたし

ます。 

  これまで、白沢中学校区、白沢中学校、そして中学校区の３つの小学校、そして幼稚園、保育所

で英語指導及び国際的な活動、国際理解のような活動に貢献していただいておりましたニース・マ

イケル先生が、３月３１日で退任ということになりまして、白沢中学校区の指導から離れることに

なりました。 

  マイケル先生に関しましては、皆様ご存じかと思いますけれども、とても子どもたちに人気ある

先生でございまして、いろいろな着ぐるみ、自作の着ぐるみなどを来て、学校でハロウィンだった

りとかというものを盛り上げて、このようなものですよとの説明をしながら、とても親しみを持っ

て慕われていた先生でございました。 

  また、本宮高校の生徒さんたちが企画いたしましたＣＭ大賞に応募した作品、また夢図書館の英

語のお話会などにも積極的に参加していただいたとてもよい先生でございました。 

  ただ、派遣元のインタラック北日本の配置によりまして、今回、４月からは、川内村でＡＬＴと

して活躍しまして、別の方が白沢中学校区に赴任されるということで話が来てございます。 

  後任につきましては、昨日、一応決まったと連絡が来たのですけれども、詳細につきましては、

次回の教育委員会で報告をさせていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第５号 地区公民館長・分館長の任用について 

◇教育長 次に、報告第５号 地区公民館長並びに分館長の任用について、説明をお願いします。 

◇次長兼生涯学習センター長 それでは、資料４７ページをご覧いただきたいと思います。 

  報告第５号 館長・分館長の任用についてでございますが、市内の地区公民館長・分館長につき

ましては、１１名の方がいらっしゃいますが、今回、３名の方から令和４年度末で退任したいとの

お申出があったところであります。 

  まず、名簿番号７番の糠沢分館長でありますが、現任の北山市郎館長に代わりまして、武田与司

弘様に、名簿番号８番の白岩分館長につきましては、現任の三瓶隆分館長に代わりまして菅野昭浩

様に、さらに名簿番号１１番、松沢分館長でありますけれども、現任の渡邊常夫館長に代わりまし

て、三瓶裕昭様になるわけでございます。残りの８つ地区館長・分館長については再任となってお

りますので報告いたします。 
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  なお、地区館長・分館長については、地方公務員法に定める会計年度任用職員という位置づけで

教育委員会が任命権者となり任命するもので、任用期間は令和５年４月１日から令和６年３月３１

日までの１年間の任用となるものであります。 

  以上、地区館長・分館長の任用についての説明といたします。 

◇教育長 それでは、報告第５号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第６号 第１７回もとみやロードレース大会エントリー状況について 

◇教育長 次に、報告第６号 第１７回もとみやロードレース大会エントリー状況について説明をお

願いします。 

◇次長兼生涯学習センター長 それでは、資料４８ページをご覧いただきたいと思います。 

  報告第６号 第１７回もとみやロードレース大会エントリー状況についてでございます。 

  第１７回もとみやロードレース大会につきましては、４月１６日日曜日、午前９時に親子部門か

ら競技を開始いたします。昨年は、県内限定１，０００人で開催したところですが、今回は、全国

から２，０００名で受付をしましたところ、北は北海道、南は鹿児島まで１キロから１０キロまで、

距離別、男女別、年齢別の２８部門でネット予約等を通じまして２，０１４名の方にお申込みをい

ただいたほか、ご高齢などの方など、ネット予約できない方につきましては、書類等により３８名

の方にエントリーをいただいたところであります。 

  大会につきましては、基本的な感染症対策を行ってまいりますが、マスクの着用については個人

の判断ということになります。また、今回については、委員の皆様にご案内はいたしませんが、大

会開催について、ご理解をいただければと考えております。 

  以上、もとみやロードレース大会のエントリー状況について説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは報告第６号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第７号 しらさわ夢図書館リニューアルについて 

◇教育長 次に、報告第７号 しらさわ夢図書館リニューアルについて説明をお願いします。 

◇参事兼白沢公民館長 しらさわ夢図書館リニューアルについてご説明申し上げます。 

  資料の４９、５０ページをご覧ください。 

  しらさわ夢図書館につきましては、機能拡充のために改修工事を昨年１０月から行っておりまし

た。完成は３月３０日を予定しております。まだ工事中ではございますが、１日も早く新しい図書

館を市民の皆様に利用していただきたいということで、４月２日に再オープンという形で考えてお

ります。 

  しらさわ夢図書館は、開館から２５年を満了しまして、拡充工事という形を経まして、地域の安

らぎの場所としての機能を追加させていただいたところでございます。 

  なお、４月２日にはオープニングセレモニーを予定しております。時間は９時３０分から１１時、
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場所としては夢図書館前の新しく設置いたしましたテラス前になります。オープニングセレモニー

の内容でございますが、記念式典という形で行った後に、除幕式、新設テラスの披露、あと、フル

ートの演奏と、お話ボランティアによる特別なお話会といった内容になってございます。また、オ

ープン記念の景品といたしまして、「モトムくん」のクリアファイル、ぐりとぐらのスケッチ帳、

垂石眞子さんのポストカードなどを配る予定でございます。なお、オープンに合わせまして、垂石

眞子さんの書き下ろしの原画についても、２点ほど展示する予定でございます。 

  あわせて、４月２９日土曜日から、６月２５日の日曜日にかけまして、文化ホールでリニューア

ルオープンに合わせた垂石眞子さんの原画展を開催する予定でございます。 

  以上、内容の説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第７号に対する質疑を行います。 

◇２番委員 少し疑問なのですが、本を借りるときに、本を借りて外に行くとき、どのようにするの

かなと思ったんですけれども、テラスより外まで持っていく人はいないでしょうけれども、その管

理というか、公園まで持っていったりすることもあると思うのですけれども、その辺の管理はどの

ようになりますか。 

◇参事兼白沢公民館長 基本的にはテラス、あとは夢広場等で行事を開催するときには、司書がつい

て、閲覧可能なものに関しては、外にそのまま持っていっていただいて結構という形で対応させて

いただきます。 

  あと、テラスに関しましても、司書がいつもついているわけではございませんが、善意を信じる

という形で、難しい借り方、借りてから外に出るとか、そういう形ではない方法で行っていきたい

と考えております。様子を見て、あまりにもマナーが悪いですとか、そのようなことがあった場合

には改めて検討させていただくという形で考えております。 

◇教育長 そのほか質疑があればお願いします。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 次に、事務局から報告等があればお願いします。 

〔「なし」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 なければ、次回の教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 次回教育委員会は、４月１７日月曜日、午後１時３０分開会といたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これをもちまして３月の教育委員会定例会を閉会いたします。 

【午後２時０４分閉会】 

 


